
Ⅰ 平成 15 年度当初予算の概要 

１ 編 成 の 背 景 

（１）国の経済運営と予算 

 平成１５年度の我が国経済は，不良債権処理の加速に伴う影響等はあるものの，年度前

半には世界経済も徐々に回復していくことが見込まれており，加えて１４年度補正予算及

び「税制改革」における減税等の効果も発現し，民需中心の緩やかな回復へと次第に向か

っていくことが期待され，国内総生産の実質成長率が０.６％程度になると見込まれている。 

 このような経済見通しの下に編成された平成１５年度の国の予算は，活力ある経済社会

と財政構造の構築を図るため，「改革断行予算」と位置付けた平成１４年度予算の基本路線

を継承し，実質的に前年度の水準以下に抑制するとともに，「国債発行３０兆円以下」の基

本精神を受け継ぎ，国債発行額を極力抑制し，活力ある経済社会の実現に向けた将来の発

展につながる４分野に予算を重点的に配分することを基本に編成されたところである。 

 その結果，一般会計の予算額は，８１兆７,８９１億円，対前年度比０.７％の増で，国

債費及び地方交付税交付金等を除く一般歳出は，４７兆５,９２２億円，対前年度比０.１％

の増となっている。 

 

（２）地方財政計画 

 平成１５年度の地方財政は，引き続き大幅な財源不足の状況にあり，地方財政の借入金

残高は平成１５年度末には１９９兆円に達すると見込まれ，今後，その償還のため公債費

が一層増加するものと考えられることから，将来の財政運営が圧迫されることが強く懸念

されている。 

 現下の極めて厳しい地方財政の状況，国・地方を通ずる財政構造改革の必要性を踏まえ

ると，引き続き，地方分権の時代にふさわしい簡素で効率的な行政システムを確立するた

め，徹底した行政改革を推進するとともに，歳出の徹底した見直しによる抑制と重点化を

進め，効率的で持続可能な財政への転換を図ることが急務となっている。 

 このため，平成１５年度においては，財政の健全性の確保に留意しつつ，個性と工夫に

満ちた魅力ある都市の形成，循環型社会の構築・地球環境問題への対応，少子・高齢化対

策等の地域の課題に重点的に取り組むことにより，住民福祉の向上に努めることとして，

地方財政計画が策定されたところであり，その規模は８６兆２,１０７億円で対前年度比１.

５％の減となっている。 

 

２ 編成の基本的考え方 

 平成１５年度は，引き続き厳しい財政環境が見込まれるところであるが，市民一人ひと

りが，将来に希望を抱き，豊かで安心して暮らせるよう，市民生活に密着した分野につい

て，きめ細かな施策を計画的かつ着実に推進し，市民福祉の一層の向上と市域の均衡ある

発展を図ることを基本として編成したところである。 

 

（１）本市の財政見通し 

 平成１５年度の本市の財政見通しは，歳入面では，自主財源の根幹を占める市税が，長

引く景気の低迷や税制改正の影響から，法人市民税が減収となり，また，固定資産税につ

いても，評価替えの年度にあたり，地価の下落や家屋評価額の引き下げなどにより，大幅

な減収が見込まれることから，市税全体でも前年度を下回る見込みであり，加えて，土地

売払収入についても限りがあり，多くを望めない状況である。 

 また，依存財源では，国庫支出金において増額が見込まれるものの，市債については，



残高が増加傾向にあることから，発行規模の抑制に努める必要がある。 

 一方，歳出については，扶助費や公債費などの義務的経費の増加が見込まれるほか，急

速に進展する少子・高齢化等社会経済情勢の変化への的確な対応や新５か年計画の着実な

推進等，市民生活の質的向上を図る各種施策に多額の財政需要が見込まれることから，財

政収支は極めて厳しい状況となっている。 

 

（２）予算編成方針 

 このため，新年度予算の編成にあたっては，歳入の積極的な確保に最大限努力すること

はもとより，「最少の経費で最大の効果を挙げる」という財政運営の基本理念に基づき，新

規施策を含む各種施策について厳しい選択を行うとともに，「新行政改革推進計画」に基づ

く，事務事業の徹底した整理合理化や民間委託の推進などに積極的に取り組み，限られた

財源の重点的・効率的配分に努めることとした。 

 また，国の補正予算に伴う所要の事業費を平成１４年度補正予算に積極的に計上し，新

年度予算との切れ目のない一体的な編成を行うこととした。 

 以上の基本的な考え方に基づき，次の点に留意し編成したところである。 

① 新５か年計画の推進 

  「新５か年計画」の３年次目として，市民福祉の一層の向上と市域の均衡ある発展を

目指し，計画の着実な推進を基本としながら，緊急性や重要性などから事業の厳選を行

い，バランスのとれた施策の展開を図ることとした。 

  なかでも，「花の都・ちば」の「都市イメージの確立」を目指した花のあふれるまちづ

くりの推進をはじめ，「環境問題への対応」，「少子化対策」，「高齢社会への対応」，「地域

経済の活性化」，「都市再生への取り組み」，「情報化の推進」の７分野については，前年

度に引き続き重点的に取り組むこととした。 

② 行政改革の推進 

  「新行政改革推進計画」の２年次目として，事務事業の見直し，財政構造の健全化，

組織・機構，定員，給与の見直しなどに積極的に取り組み，社会経済情勢の変化や地方

分権の進展に，弾力的に対応できる簡素で効率的な行財政運営の体制整備を図ることと

した。 

 

  なお，新５か年計画事業の進捗率については，３か年累計で，全体事業費の約６０％

を計上することとした。 

 

３ 予 算 規 模 

 平成１５年度一般会計の歳入歳出予算規模は，総額３,３８１億２,０００万円で，前年

度と比較して６３億１,０００万円，１.８％の減となっている。 

 特別会計（企業会計を含む１９会計）については，国民健康保険事業会計及び下水道事

業会計等で増となったものの，病院事業会計，公共用地取得事業会計，競輪事業会計等の

減額により，特別会計の総額は３,３６６億７,２００万円で，前年度と比較して３７億６

００万円，１.１％の減となっている。 

 以上，全会計を合わせた規模は６,７４７億９,２００万円で，前年度と比較して１００

億１,６００万円，１.５％の減となっている。 

 



　表１　当初予算の規模
（単位：百万円）

増減額

(A) 増減率 (B) 増減率 (A)－(B)

338,120 △ 1.8 344,430 0.5 △ 6,310
特別会計
(19会計) 336,672 △ 1.1 340,378 4.6 △ 3,706

674,792 △ 1.5 684,808 2.5 △ 10,016

％

合  計

区　　分
平成15年度 平成14年度

一般会計 ％

 

 

４ 一般会計予算の内容 

（１）歳  入 

一般会計歳入予算の主な内訳は，表２のとおりである。 

　表２　　歳入予算の款別内訳
（単位：百万円）
(C) (参考)
─ 前年度

(A) 構成比 (B) 構成比 （A)-(B)=(C) (B) 増減率

市税 162,000 47.9 % 165,700 48.1 % △ 3,700 △ 2.2 % △ 1.4 %

(36,718) (10.9) (41,225) (12.0) (△4,507） (△10.9） (△ 8.8 )
57,718 17.1 53,825 15.6 3,893 7.2 8.0

国庫支出金 37,271 11.0 34,863 10.1 2,408 6.9 △ 3.8

諸収入 21,785 6.4 26,822 7.7 △ 5,037 △ 18.8 1.4

使用料及び手数料 8,711 2.6 8,593 2.5 118 1.4 △ 1.0

地方消費税交付金 8,673 2.6 8,698 2.5 △ 25 △ 0.3 △ 4.0

繰入金 8,599 2.5 7,328 2.1 1,271 17.3 △ 2.6

(25,000) (7.4) (20,100) (5.8) (4,900) (24.4) (90.5)
4,000 1.2 7,500 2.2 △ 3,500 △ 46.7 26.7

その他 29,363 8.7 31,101 9.2 △ 1,738 △ 5.6 0.4

  合   計 338,120 100.0 344,430 100.0 △ 6,310 △ 1.8 0.5

（注）地方交付税・市債欄の（　）内は，臨時財政対策債振り替え前の数値である。

増減率

市債

地方交付税

区　分
平成15年度 平成14年度 増減額

 

主な款別の内容は 

① 市  税 

  市税については，固定資産税の評価替えや景気低迷の影響による企業収益の減少など

により，固定資産税や法人市民税において，大幅な減収が見込まれるとともに，税制改

正に伴う先行減税の影響により，対前年度比２.２％減の１,６２０億円となっている。 

② 市  債 

  市債については，道路の整備及び蘇我特定地区の整備等の財源として活用するととも

に，恒久的な減税や税制改正に伴う先行減税を補てんするための減税補てん債を計上し

たほか，普通交付税の基準財政需要額の一部が臨時財政対策債へ振替られたことから，



対前年度比７.２％増の５７７億１,８００万円となっている。 

  なお，臨時財政対策債を除いた通常の市債については，発行規模の抑制を図ったこと

により，対前年度比１０.９％減の３６７億１,８００万円となっている。 

③ 国庫支出金 

  国庫支出金については，生活保護費収入や児童扶養手当給付費収入，蘇我特定地区整

備費収入等が増額となったことに伴い，対前年度比６.９％増の３７２億７,１００万円

となっている。 

④ 諸  収  入 

  諸収入については，宝くじ収入や清掃工場の売電収入等が増額となっているものの，

中小企業預託金収入や街路事業受託費収入等の減額により，対前年度比１８.８％減の２

１７億８,５００万円となっている。 

⑤ 使用料及び手数料 

  使用料及び手数料については，通所介護サービス利用料や道路占用料の増額により，

対前年度比１.４％増の８７億１,１００万円となっている。 

⑥ 地方消費税交付金 

  地方消費税交付金については，家計消費の低迷等から対前年度比０.３％減の８６億７,

３００万円となっている。 

⑦ 繰  入  金 

  繰入金については，厳しい財政状況下において，財政調整基金や市債管理基金等を最

大限活用するとともに，特定目的基金についても積極的な活用を図ったことから，対前

年度比１７.３％増の８５億９,９００万円となっている。 

⑧ 地方交付税 

  地方交付税については，基準財政需要額の一部が臨時財政対策債へ振替られたことか

ら，対前年度比４６.７％減の４０億円となっている。 

（２）歳  出 

一般会計歳出予算の主な内訳は，表３のとおりである。 

　表３　　歳出予算の款別内訳
（単位：百万円）
(C) (参考)
－ 前年度

(A) 構成比 (B) 構成比 (B) 増減率
 土 木 費 79,348 23.5 % 77,712 22.5 % 1,636 2.1 % △ 0.1 %
 民 生 費 75,704 22.4 72,112 20.9 3,592 5.0 7.0
 公 債 費 46,121 13.6 44,638 13.0 1,483 3.3  5.6
衛 生 費 37,365 11.1 39,310 11.4 △ 1,945 △ 4.9 △ 13.4

 総 務 費 33,395 9.9 31,203 9.1 2,192 7.0 △ 7.3
 教 育 費 33,378 9.9 40,537 11.8 △ 7,159 △ 17.7 13.2
 商 工 費 13,946 4.1 20,546 6.0 △ 6,600 △ 32.1 △ 3.8
 消 防 費 12,957 3.8 12,482 3.6 475 3.8 △ 3.0
 そ の 他 5,906 1.7 5,890 1.7 16 0.3 △ 6.2
  合   計 338,120 100.0 344,430 100.0 △ 6,310 △ 1.8 0.5

増減率
(A)-(B)=(C)

区　分
平成15年度 平成14年度 増 減 額

 

主な款別の内容は 

① 土  木  費 

  道路の整備としては，県道，市道の整備を引き続き推進するほか，国道１６号椿森陸



橋交差点改良の用地買収を行うとともに，東京湾岸道路の国道１４号・１６号について，

国，県とともに整備にむけて調査を進めることとした。 

  さらに，誉田駅周辺のまちづくりとして橋上駅舎及び南北自由通路の詳細設計，駅前

広場及び駅周辺幹線道路の整備に着手するほか，安全で快適な歩行空間の確保と都市災

害へ対応するため，国道１６号ほか６路線において電線共同溝の整備を行うこととした。 

  交通安全対策としては，道路利用者の安全性の確保や利便性の向上を目指し，歩道整

備，歩道段差切り下げや視覚障害者誘導用ブロック敷設を引き続き推進するほか，ＪＲ

稲毛駅及び新検見川駅の駅前広場の透水性舗装や，幕張本郷駅のシェルター設置等駅前

広場の機能充実を図ることとした。 

  また，バリアフリー基本構想に基づき，主要駅周辺の特定経路について歩道の段差解

消や透水性舗装などのバリアフリー化事業を計画的に推進するとともに，バス停の上屋

整備を引き続き推進することとした。 

  橋りょうの整備としては，千葉大網線他１路線の踏切の立体交差化や長沼船橋線の天

戸大橋の架替え，幕張町弁天町線の花見川に架設する橋りょうの整備を推進するほか，

防災対策として，緊急時の輸送路や避難路を確保するため，橋りょうの耐震補強工事等

を引き続き実施することとした。 

  幹線道路網の整備としては，内陸部と臨海部の連絡強化のため新港横戸町線のほか，

千葉都心と地区拠点を連絡する幕張町弁天町線等の整備を推進することとした。 

  また，狭あい道路の解消を図るため，寄付による拡幅用地内にある工作物などの撤去

に対し，引き続き助成することとした。 

  水害対策としては, 勝田川及び準用河川生実川の改修，並びに高田排水路西部支線調

整池をはじめとする排水施設等を整備するほか，若松・桜木地区の緊急浸水対策として，

排水施設の新設等を行うこととした。 

  住宅・住環境の整備としては，住宅情報の提供や分譲マンションの相談業務を行うほ

か，良質な持ち家取得及び既存住宅のバリアフリー化や耐震改修工事を促進するため，

住宅建築や住宅リフォームに係る資金の利子補給制度を引き続き行うこととした。 

  また，新たに安全で災害に強いまちづくりを目指し，新耐震基準の施行（昭和５６年

６月）以前に建築された住宅を対象として，耐震診断の助成制度を創設することとした。  

  さらに，地球環境にやさしい自然エネルギーの活用を図るため，住宅に太陽光発電設

備を設置する市民に対し引き続き助成を行うこととした。         

  市営住宅の整備としては，星久喜町第２団地の建替を進めるとともに，仁戸名町団地

の実施設計及び宮野木町第１団地の基本設計等を行うほか，既設市営住宅改善事業とし

て，引き続き白旗団地の住戸改善を進めることとした。 

  特定優良賃貸住宅については，中堅所得者の良質な賃貸住宅への入居を促進するため，

引き続き家賃補助等を行うこととした。  

  魅力ある都心と拠点づくりの推進については，中央第六地区の市街地再開発事業を進

めるため，基本設計等を実施する組合に対して補助を行うとともに，千葉中央港土地区

画整理事業では，駅前広場整備等を実施する都市基盤整備公団へ引き続き補助を行うこ

ととした。また，ＪＲ稲毛駅東口周辺地区については，駅前広場の交通混雑緩和のため，

交通環境改善調査を行うこととした。 

  さらに，蘇我特定地区の整備については，総合スポーツ公園市民球技場（仮称）の建

設工事に着手するとともに，蘇我臨海土地区画整理事業を促進するため，道路工事等を

実施する都市基盤整備公団へ補助を行うこととした。 

  また，蘇我副都心の玄関口として駅前広場及び蘇我駅周辺の整備を推進するため，再



編整備検討調査及び蘇我駅自由通路の設計等を実施することとした。 

  良好な市街地環境の整備については，「ちばビジョン２１」で示した目指すべき都市の

構造を基に，都市計画として対応するための土地利用の具体的方針を策定するとともに，

市民の意見も取り入れながら都市計画マスタープランの全市プランを策定するほか，地

区計画など市民の参加と協働によるまちづくりを推進するため，アドバイザー派遣など

の支援を行うこととした。 

  また，寒川第一地区，東幕張地区及び組合施行地区等の土地区画整理事業を引き続き

推進することとした。 

  総合交通体系の確立については，「千葉都市モノレール検討調査委員会」の提言を受け，

会社経営の改善や延伸事業化の評価等を検討するため調査を行なうこととした。 

  また，福祉対応や利便性の向上を図るため，引き続き超低床スロープ板付ノンステッ

プバスなどの導入経費の一部を補助することとした。 

  都心部の交通の円滑化については，千葉港黒砂台線の事業用地の買収や道路整備を行

ない，事業の推進を図ることとした。 

  公園整備については，都心部住区基幹公園の亥鼻公園を再整備し，利用者の利便性の

向上を図ることとした。また，特色のある公園としては園生自然生態観察公園（仮称）

の整備に着手するとともに，子どもたちの森（仮称）の実施設計を行うこととした。総

合公園については，花島公園の公園センターの建築を引き続き進めるほか，稲毛海浜公

園プール再整備の基本設計を行うとともに，稲毛ヨットハーバーの浚渫工事により，利

用者の安全航行を図ることとした。 

  さらに，花のあふれるまちづくりの一環として，「フラワーフェスティバル」などのイ

ベント，小学校における手づくりトピアリー制作，各地域での花の活動助成，花の名所

づくりを行うほか，花の美術館の正門を花の門として整備するとともに，駅前広場にプ

ランターを設置し，憩いの空間を創出することとした。 

  土木費は，対前年度比２.１％増で，構成比２３.５％となっている。 

② 民生費 

  保健福祉基盤の充実については，市民の保健福祉にかかる相談やサービスを，総合的・

一体的に提供する保健福祉センターを各区に整備するため，若葉区では建設に着手する

とともに，美浜区は実施設計，緑区は基本設計，稲毛区は用地買収を実施することとし

た。また，福祉のまちづくり環境整備の一環として，高齢者や障害者等の鉄道利用の円

滑化を図るため，引き続き鉄道事業者が行う駅舎内エレベーター整備の補助を行うこと

とした。   

  高齢者福祉については，生きがい対策として，新たに仲間づくりや呆け防止を図るた

め，いきいき健康マージャンを実施することとした。 

  また，施設整備については，介護サービスの基盤整備を促進するため，社会福祉法人

が設置する特別養護老人ホームやグループホーム等の整備に助成を行うほか，元気な高

齢者の活動の場であるいきいきプラザも，緑いきいきプラザが完成し，６区全てに整備

を完了するとともに，いきいきセンターと合わせ，従来，閉館日としていた月曜日を開

館日とする通年開館を実施することとした。 

  児童福祉については，子育て支援の一層の充実と利便性の向上を図るため，乳幼児医

療費助成を現物給付方式に改めるほか，新たに，小学校の余裕教室や商店街の空き店舗

等を活用し，育児に関する相談や子どもの遊びの場となる子育てリラックス館を３か所

設置するとともに，乳幼児健康支援一時預かり事業を拡充することとした。 

  また，保育所における延長保育や一時保育，認可外保育施設である保育ルームへの助



成の拡充を図るほか，新たに開設される３か所の私立保育園への運営費の助成を行うと

ともに，保育ママ事業や身近な地域で子育ての相談に応ずる地域子育て支援センター及

び保育所地域活動などを拡充することとした。 

  さらに，子どもルームの運営や施設整備を推進するほか，子どもたちの居場所として

高齢者世帯等の居宅を開放することにより，おじいちゃん・おばあちゃん家開放モデル

事業を実施するとともに，子どもたちが企画し，制作する「子どもホームページ」を開

設するなど，子どもを生み育てやすい環境づくりを推進することとした。 

  このほか，新たに花見川区に児童養護施設・乳児院が開設されることに伴い，児童や

家庭に関する相談に応ずる児童家庭支援センターやひとり親家庭等の子育てを支援する

トワイライトステイ事業を開始するほか，母子家庭等の自立を支援する母子家庭就業・

自立支援センター事業及びサテライト型母子生活支援施設を設置するなど，援護を必要

とする児童や家庭への支援の充実を図ることとした。 

  障害者福祉については，障害者自らがサービスを選択し，利用する支援費制度が平成

１５年度から導入されることに伴い，制度の円滑な実施に向けて，障害者生活支援事業

及び障害児（者）地域療育等支援事業における相談事業にケアマネジメント業務を加え

るほか，ヘルパー養成研修の内容を充実するとともに，受講者の対象範囲を拡大するこ

ととした。また，経営基盤の弱い新規社会福祉施設に対し，開設当初における運転資金

の貸し付けを行うこととした。 

  このほか，大宮学園及び桜木園の改築整備を引き続き推進し，定員増等の拡充を図る

ほか，「身体障害者補助犬法」の施行に伴い，これまでの盲導犬給付に介助犬・聴導犬を

加え，障害者の社会参加の促進を図ることとした。 

  民生費は，対前年度比５.０％増で，構成比２２.４％となっている。 

③ 衛生費 

  保健医療基盤の充実については，高齢化の進展や保健医療ニーズの高度化・多様化が

進む中，市内の医療機関等の看護師需要に応えるため，看護師養成施設の基本設計を実

施することとした。また，介護サービスの基盤整備を促進するため，医療法人等が設置

する介護老人保健施設の整備に助成を行うこととした。 

  健康づくりの推進については，新たに策定した新世紀ちば健康プランを推進するため，

普及啓発を図るほか，外食栄養成分表示やヘルシーメニューを提供する健康づくり応援

店事業を実施するとともに，糖尿病対策ガイドラインを作成することとした。また，女

性の健康づくりを支援するため，女性の医師や保健師が相談に応じる女性健康相談窓口

を保健所に設置することとした。 

  老人保健対策については，基本健康診査に尿酸検査を加えて充実を図るとともに，健

康教育・機能訓練等やがん検診を引き続き実施することとした。 

  母子保健対策については，虐待傾向や育児に困難を来たしている母子を対象に，自助

グループの育成や支援を行うＭＣＧ（マザー＆チャイルドグループ）を開始するほか，

育児ストレス相談の実施回数を倍増するなど，児童虐待の予防と保護者の育児不安等の

解消に努めることとした。 

  精神障害者社会復帰施設の整備等については，精神障害者が社会生活を送るための訓

練を行う生活訓練施設や地域での生活を支援する地域生活支援センターなどの整備を図

るとともに，精神障害者小規模通所授産施設の運営費を助成することとした。 

  救急医療体制の整備については，夜間の救急医療体制の充実を図るため，本年５月の

青葉病院の開院にあわせて，外科系救急医療体制を整備するとともに，休日救急診療所

において休日の急病患者の診療を引き続き行うこととした。 



  食品衛生対策については，食品の安全対策の強化を図るため，新規検査機器を導入し，

ウイルス・細菌等による食中毒等の早期原因究明及び違反食品等の迅速な排除を行う体

制を整備することとした。 

  斎場・墓地の整備については，新斎場の早期完成に向け，建物工事及び設備工事等を

進めるとともに，市民の墓地需要に応えるため，引き続き平和公園の墓地整備を行うこ

ととした。 

  環境保全対策については，市民・事業者・市が一体となって，地球温暖化防止に向け

た取組みを推進するため「地球温暖化防止対策地域推進計画」を策定するほか，環境家

計簿活動の普及に向けた「ちば・エコファミリーづくり」などのキャンペーンを引き続

き実施することとした。 

  また，ＩＳＯ１４００１に即した環境マネジメントシステムの適用範囲を中央コミュ

ニティセンターへ拡大することとした。 

  さらに，市民が身近な自然とふれあえる環境をつくるため，谷津田いきものの里をは

じめ谷津田の保全に向けた取組みを推進するとともに，貴重な動植物の保護に向けた生

息状況調査等を実施することとした。 

  大気保全対策については，自動車公害防止計画に基づき，公用車への低公害車率先導

入や民間の塵芥車を対象に天然ガス自動車導入補助を行い，低公害な自動車の普及促進

を図るほか，本年１０月の県条例の施行に伴う運行規制に対応するため，ディーゼル使

用過程車対策として，市内路線バスへの粒子状物質（ＰＭ）減少装置の装着補助を実施

するなど，自動車公害対策の一層の推進を図るとともに，ベンゼン等有害大気汚染物質

の環境調査等を実施することとした。 

  ダイオキシン対策については，事業所への立入り検査による規制・指導や大気，水質，

土壌等の環境調査を実施するとともに，人や生態系への影響が懸念される環境ホルモン

対策として，大気・水質等の環境調査を引き続き実施することとした。 

  水環境保全対策については，快適な水環境の保全と回復を目指し，水環境保全計画に

基づく水生生物調査の実施及び浄化推進員による河川浄化活動を引き続き実施するとと

もに，坂月川沿いに水辺を活かしたビオトープ整備に向けた，実施設計を行うこととし

た。 

  地下水汚染対策については，地下水保全計画の策定に向け，地下水流動調査等を行う

とともに，上水道配水管布設補助及び浄水器設置補助，さらに地下水浄化事業推進基金

による浄化施設の整備を引き続き行うこととした。 

  また，土壌汚染対策については，新たに本年２月に施行された土壌汚染対策法の円滑

な執行を図るため，地下水飲用利用等調査を行うこととした。 

  廃棄物対策については，循環型社会の形成に向け，エコロジーパーク構想の中で中核

的施設に位置づけられているエコタウンセンターの導入機能及び事業主体等について調

査・検討を実施することとした。 

  また，駅前における市民のトイレニーズに対応するため，民間店舗等の既存トイレを

活用する市民トイレ制度の導入を目指して，実態調査及びモデル事業を実施することと

した。 

  このほか，リサイクル推進基金を活用し，市民のリサイクル活動に対する各種の支援

事業を実施するほか，幼少時からのごみ減量・リサイクル意識の定着を目的としてリサ

イクル教育図書を引き続き作成することとした。 

  ごみの収集運搬については，月曜日の祝日増加に伴う収集回数減への対応として，本

年７月より祝日の月曜日について，可燃ごみの収集を行うこととした。また，事業所ご



み等の不適正排出を改善するための排出指導を実施することとした。 

  さらに，清掃施設の適正な管理運営に努めるとともに，新内陸最終処分場については

環境影響評価事後調査を実施するほか，防災調整池の整備に着手することとした。また，

下田最終処分場跡地については，市民ゴルフ場整備に向けて，環境影響評価準備書の作

成を引き続き行うとともに，最終覆土実施設計を行うこととした。 

  このほか，産業廃棄物対策として，不法投棄多発地域での夜間・休日等の監視パトロ

ールを強化し，引き続き不法投棄の防止に努めることとした。 

  衛生費は，対前年度比４.９％減で，構成比１１.１％となっている。 

④ 総務費 

  次期５か年計画策定に向け，政策指標等に関する基礎調査を行うこととした。また，

都市イメージ「花の都・ちば」の確立に向け，花のあふれるまちづくり推進のため，ロ

ゴ・キャラクター制作など各種事業を展開することとした。 

  中央第六地区市街地再開発については，都市計画決定・組合設立認可を行うとともに，

事業代行者を選定し，事業推進を図ることとした。 

  さらに，新港清掃工場の余熱利用施設の基本・実施設計を行い，整備推進を図ること

とした。 

  「新行政改革推進計画」の２年次目として，積極的に行政改革の推進に取り組むとと

もに，事務事業評価システムを発展させ，人員，予算等資源配分の重点化等を行うため

の基本事業評価を行うこととした。 

  区行政の充実については，区民意識の醸成と活性化を推進するため，引き続き区の特

性を活かした文化，スポーツ等の事業展開を図るとともに，「花のあふれるまち（区）づ

くり」をテーマとした事業を実施することとした。 

  また，市民センター整備として花見川市民センター及び泉市民センターの建築工事，

山王・六方市民センター（仮称）の実施設計を行うこととした。 

  さらに，稲毛区役所駐車場の一部が新港横戸町線の整備により，道路用地となるため，

隣接地を買収し，機能回復を行うこととした。 

  コミュニティづくりの推進については，コミュニティセンター利用者へのサービス向

上を図るため，通年開館を実施することとした。  

  文化振興については，日常的な文化活動・発表・鑑賞の場として，地区ホールの整備

を進めることとし，美浜区は実施設計等，稲毛区は用地買収を行うこととした。 

  男女共同参画の推進については，「男女共同参画ハーモニー条例」が４月より施行され

ることに伴い，苦情処理委員や男女共同参画審議会の設置などの体制を整えるほか，男

女共同参画週間を新設するとともに，現計画「ハーモニープラン２１」に替わる基本計

画策定の準備として，市民意識・実態調査を実施することとした。 

  また，女性センターにおいては，女性フォーラムの開催など各種事業の充実に努める

こととした。  

  国際化の推進については，「第１３回日米草の根交流サミット千葉大会」において，ヒ

ューストン合唱団の公演を行うほか，モントルー市民族芸能団による国際文化フェステ

ィバルを開催するなど，姉妹・友好都市との文化・スポーツ・青少年交流事業等を実施

することとした。  

  また，国際交流・国際協力活動を行う市民団体に対し引き続き助成を行うこととした。   

  情報化の推進については，電子市役所の実現に向け，ＩＴ化アクションプランに基づ

き，本人確認を必要としない申請・届出等について，インターネットにより手続ができ

るようにするシステムを整備するほか，情報セキュリティを確保するため，情報システ



ムへの不正アクセス対策について技術的監査を行うこととした。また，電子調達や歳入・

歳出手続の電子化のためのシステム設計等を行うこととした。 

  防災対策の推進については，防災意識の高揚及び災害発生時における防災対応力の向

上を図るため，自主防災組織の育成や地域住民に密着した防災訓練を実施するほか，引

き続き防災備蓄品の整備を行うこととした。 

  交通安全対策の推進については，自転車駐車場の効率的な管理運営を図るほか，放置

自転車の解消をめざし，土気駅第３自転車駐車場の整備等を推進するとともに，放置自

転車等の追放指導の強化を図ることとした。 

  市税徴収対策としては，高額滞納者への徴収強化を図るため，滞納オンラインシステ

ムを改修するとともに，口座振替加入や納期内納付を促進するためのキャンペーンを強

化することとした。 

  総務費は，対前年度比７.０％増で，構成比９.９％となっている。 

⑤ 教育費 

  教育内容の充実については，教育改革の２年目に当たり，「わかる授業」「楽しい教室」

「夢広がる学校」づくりを推進するため，各校の創意工夫に満ちた特色ある教育活動に

対する積極的な学校支援策を引き続き展開するとともに，農山村留学の拡充を図ること

とした。 

  また，学校評議員制度を導入するほか，従来の地域ぐるみ教育推進事業を発展させ，

学校を中心に家庭・地域社会との連携を通して，豊かなまちづくりを推進するため，新

たに各中学校区に「まちづくり推進会議（仮称）」を設置することとした。 

  また，学校休業土曜日の活動をより充実するため，「ふれあいパスポート」の利用対象

施設の拡充を図ることとした。 

  幼児教育の振興については，新たに預かり保育に係る教材費を助成するとともに，私

立幼稚園就園奨励費の拡充を図ることとした。 

  いじめや不登校などの今日的課題については，スクールカウンセラーを増員し，引き

続き心の教室相談員を中学校に配置するとともに，適応指導教室の有効利用を図り，児

童生徒の健全育成に資することとした。さらに，外国籍児童生徒の増加に伴い日本語指

導協力員を配置するほか，新たに，英語教授力の向上を図るため，中学校の英語教員を

対象とした研修を実施することとした。 

  情報教育の推進については，児童生徒の情報リテラシー育成のため，学習情報の提供

等インターネットの積極的な活用を図るほか，学校への情報処理技術者等の派遣を行う

とともに，教育用ソフトウェアの充実を図ることとした。 

  中学生の心身の健全育成のため，昭和の森を会場とした「第１１回全国中学校駅伝大

会」を開催することとした。 

  教育環境の整備については，過大規模校の解消と宅地開発に伴う児童数の増加に対応

するため，鎌取第六小学校（仮称）の平成１７年度開校に向けて建設を進めるとともに，

新たに，打瀬第三小学校（仮称）の基本・実施設計等を行うこととした。 

  また，既設校についても，校舎の安全性を高めるための耐震補強や校舎等の施設環境

の改善と耐久性の向上を図るため，引き続き大規模改造を実施することとした。 

  また，老朽化に伴う対策として，轟町中学校の校舎・屋内運動場の改築工事，千葉高

等学校の改築に向けた基本設計を行うほか，千城小学校屋内運動場の改築の実施設計を

行うとともに，児童生徒が快適な学校生活を送れるよう，全小中学校のトイレの環境改

善を平成１６年度末完了を目途に推進することとした。 

  このほか，大宮学校給食センター（仮称）については，効率的・効果的な建設・管理



等を行うため，ＰＦＩ手法により整備を行うこととした。 

  生涯学習の推進については，その拠点施設となる生涯学習センターを中心に，市民に

身近な生涯学習情報の提供や学習相談の充実等に努めることとした。 

  また，新たに，地域活動や生涯学習活動の場を提供するためのモデル事業として小学

校の特別教室を開放することとした。さらに，生涯学習に係る各種ボランティアの育成・

活用を推進することとした。 

  公民館においては，ＩＴ講習を実施するとともに，完全学校週５日制に対応した子ど

も向け講座や子育て学習講座等の充実を図るほか，通年開館を実施することとした。施

設整備については，平成１５年度内のオープンを目指し，黒砂公民館の建設を進めるほ

か，神明公民館の改築工事に着手するとともに，移転改築に向け，白井公民館の実施設

計を行うこととした。 

  南部児童文化センターにおいては，移転改築に向け，用地取得を行うとともに，通年

開館を実施することとした。 

  図書館については，「子ども読書活動推進計画」を策定するとともに，中央図書館を中

心とした図書館サービスの充実を図るほか，分館の整備として，花見川図書館花見川団

地分館の改築工事に着手することとした。 

  芸術文化の振興については，「市民芸術祭」や「青少年ミュージカル」等を開催するほ

か，美術館では「天津市芸術博物館展（仮称）」など各種事業を実施し，市民の文化活動

の普及推進を図ることとした。 

  また，新たに，科学や数学に関する学習機会や情報を提供するこども科学館（仮称）

の展示基本設計を行うこととした。 

  市民スポーツの振興については，若葉球技場の開設に向けた準備を進めるとともに，

中田スポーツ施設（仮称）の整備のための基本設計を行うこととした。 

  また，国際的・全国的スポーツイベントとして，「国際千葉駅伝」「千葉国際クロスカ

ントリー大会」等の支援を引き続き行うこととした。 

  青少年の健全育成の推進については，子ども達が様々な体験活動を展開する少年自然

の家（仮称）の整備について，引き続きＰＦＩ手法により施設建設を進めるとともに，

外構整備工事，植栽工事を実施することとした。 

  教育費は，対前年度比１７.７％減で，構成比９.９％となっている。 

 

⑥ 商工費 

  地域経済の活性化を図るため，財団法人千葉市産業振興財団の各種支援事業等を引き

続き補助するほか，新たにＩＳＯ認証取得支援事業，産学官連携による新事業創出を目

的とした地域コンソーシアム事業を支援することとした。 

  また，企業立地を促進するため，次代を担う産業を育成することを目的に，先端技術

産業やＩＴ関連事業をはじめとした成長産業を誘致するとともに，既存工業適地へ製造

業等を集積させるための施策を展開し，税源の涵養と雇用の場の確保を図るため，引き

続き企業立地助成などを実施するほか，新たに外資系企業スタ－トアップセンタ－を支

援することとした。 

  さらに，新港経済振興地区における製造業等の企業の操業環境を将来にわたって保全

するため，新たに賃貸型企業立地助成を実施するなど，引き続き未利用地への企業立地

を促進し，更なる産業集積を図ることとした。 

  中心市街地の活性化支援としては，引き続きＴＭＯ等が行う各種活性化事業や組織運

営等を支援するとともに，財団法人千葉市産業振興財団を活用し，空き店舗対策を推進



することとした。 

  また，商店街活性化対策としては，わくわく商店街活性化推進事業，商店街共同施設

事業や地域商業連携強化支援事業などの各種助成策を引き続き実施し，地域商業の活性

化を図ることとした。 

  中小企業の支援策としては，経営基盤の脆弱な市内中小企業の経営基盤の強化と近代

化のために必要な事業資金を引き続き融資することとした。 

  観光振興施策としては，市民生活に潤いと憩いの場を提供するため，引き続き各種イ

ベントを開催することとした。 

  また，まちの賑いを創出するため，中心市街地で大道芸人によるパフォーマンスを楽

しめるイベントを新たに開催することとした。 

  消費者対策については，消費者活動の拠点施設「暮らしのプラザ」において，消費者

情報の提供や相談等，消費者活動の支援を図るとともに，適正計量の確保に努め，消費

者利益の保護を図ることとした。 

  商工費は，対前年度比３２.１％減で，構成比４.１％となっている。 

⑦ その他 

  消防費については，総合的な消防防災体制の充実・強化を図るため，花見川消防署の

建設工事を引き続き実施するほか，稲毛消防署の敷地の一部が新港横戸町線整備により

道路用地となるため，隣接地を買収し機能回復を図ることとした。 

  また，救急業務の高度化推進及び救命率向上のため，救急救命士１０名を養成すると

ともに，新たに救急指導医を指令センターに２４時間常駐させ，指示，指導・助言体制

を確立するほか，防災普及公社に救命講習会の会場を常設し，救急救助体制の充実強化

を図ることとした。 

  さらに，災害現状の早期把握と，迅速かつ，的確な初動体制を図るため，庁内ネット

ワークを利用して防災用情報カメラの映像情報を各消防署へ配信することとした。 

  農林水産業費については，農用地の有効利用を促進するとともに，生産近代化機械施

設の整備を図るほか，安全で良質な農産物の生産・供給をめざし，環境保全型農業を引

き続き推進することとした。また，農業の担い手を確保・育成するため，新規就農者の

研修や，労働力が不足する農家と都市住民を雇用労働力として結びつける農業版ハロー

ワークを引き続き実施することとした。 

  いずみグリーンビレッジ構想では，構想の具体化に向けて農政センター拠点の実施計

画の策定と乳牛育成牧場周辺の一部用地取得を行うとともに，引き続き地域住民と都市

住民が参加するワークショップを開催し，都市部と農村部の交流・連携を図ることとし

た。 

  さらに，遊休農地等に花き等の景観形成作物の栽培を推進し，都市住民に憩いと安ら

ぎの場を提供する美しい村づくり推進事業の実施や，森林の公益的機能の発揮を図るた

め間伐材を利用したプランターキットを小・中学校等に配布し，花のあふれるまちづく

りを推進するとともに，良好な自然緑地を里山として新たに１ヵ所を指定し，市民の活

動の場とするなど，森林の保全・整備を図ることとした。 

  このほか，優良な後継牛を増産し，酪農の振興を図るために供卵牛を導入することと

した。 

  労働費については，雇用対策として，中高年者・パートタイマーの就職相談・紹介・

斡旋業務を実施する就職相談室（蘇我勤労市民プラザ内）の充実を図り，新たに，美浜

区役所での出張相談を行うこととした。 

  また，労働情報の提供，労働相談事業等を実施するほか，技能労働者の社会的・経済



的地位や技能水準の向上等を図るため，技能功労者等表彰事業を引き続き実施すること

とした。 

  さらに，勤労者福祉の向上を図るため，雇用・能力開発機構が所有し，本市が管理を

受託している勤労者福祉施設（勤労者総合福祉センター・勤労者体育センター）を取得

することとした。 

５ 一般会計予算の財政構造 

（１）歳  入 

自主財源と依存財源の状況は，表４のとおりである。 

　表４　自主財源と依存財源の状況
（単位：百万円）
(C) (参考)
－ 前年度

(A) 構成比 (B) 構成比 (B) 増減率
338,120 100.0 % 344,430 100.0 % △ 6,310 △ 1.8 % 0.5 %

自 主 財 源 207,279 61.3 215,453 62.5 △ 8,174 △ 3.8 △ 0.7

依 存 財 源 130,841 38.7 128,977 37.5 1,864 1.4 2.5

増減率
(A)-(B)=(C)

歳　入　総　額
内
　
訳

区　分
平成15年度 平成14年度 増 減 額

 
 自主財源の構成比が，前年度に比べ１.２ポイント下回っている。 

 これは，繰入金や使用料及び手数料で増額となっているものの，諸収入や市税が減額と

なったことによるものである。 

 一方，依存財源は，地方交付税や利子割交付金の減額があるものの，市債や国庫支出金

の増額により，前年度に比べ，１.２ポイント上回っている。 

 

（２）歳  出 

義務的経費と投資的経費の状況は，表５のとおりである。 

　表５　義務的経費と投資的経費の状況
（単位：百万円）
(C) (参考)
－ 前年度

(A) 構成比 (B) 構成比 (B) 増減率
152,986 45.3 % 146,965 42.7 % 6,021 4.1 % 2.8 %

   人 件 費 66,003 19.5 65,366 19.0 637 1.0 △ 1.0
   扶 助 費 41,182 12.2 37,419 10.9 3,763 10.1  6.8
   公 債 費 45,801 13.6 44,180 12.8 1,621 3.7 5.4

65,405 19.3 72,042 20.9 △ 6,637 △ 9.2 △ 6.5
補助事業費 21,094 6.2 26,330 7.6 △ 5,236 △ 19.9 △ 14.8
単独事業費 44,311 13.1 45,712 13.3 △ 1,401 △ 3.1 △ 1.0

119,729 35.4 125,423 36.4 △ 5,694 △ 4.5 2.2
338,120 100.0 344,430 100.0 △ 6,310 △ 1.8 0.5

 投 資 的 経 費
内
訳

   その他の経費
合　　　計

増減率
(A)-(B)=(C)

 義 務 的 経 費
内
 

訳

区　分
平成15年度 平成14年度 増 減 額

 

 義務的経費は，生活保護費や児童扶養手当などの扶助費や公債費等の増により，全体で



は，対前年度比４.１％の増となっている。 

 投資的経費のうち，補助事業費は，道路整備や蘇我特定地区整備などの増はあるものの，

新港清掃工場建設費や小中学校大規模改造費などが減となることから，対前年度比１９.

９％の減となっている。 

 また，単独事業費は，総合スポーツ公園市民球技場（仮称）整備費の増はあるものの，

鎌取第六小学校（仮称）用地買収費や若葉区球技場（仮称）整備費などが減となることか

ら，対前年度比３.１％の減となっている。 

６ 特別会計予算の状況 

特別会計予算の状況は，表６のとおりである。 

表６　特別会計予算の状況
(単位：百万円）

(A) 増減率 (B) 増減率

交通災害共済 87 △ 0.9 % 88 △ 2.9 % △ 1

駐 車 場 138 △ 9.4 152 △ 6.9 △ 14

国民健康保険 64,507 9.3 58,993 7.7 5,514

老人保健医療 46,687 △ 0.5 46,934 3.3 △ 247

介 護 保 険 24,827 △ 6.2 26,474 10.5 △ 1,647

母子寡婦福祉
資 金 貸 付

248 20.2 207 △ 3.4 41

霊 園 471 2.3 460 △ 5.1 11

農業集落排水 1,208 △ 4.9 1,270 △ 3.6 △ 62

競 輪 22,130 △ 10.0 24,580 △ 6.5 △ 2,450

中央卸売市場 1,543 0.1 1,541 △ 8.1 2

都市計画土地
区 画 整 理

1,024 27.5 804 △ 6.6 220

市街地再開発 2,312 37.7 1,678 49.4 634

動 物 公 園 1,737 △ 2.2 1,776 △ 8.7 △ 39

公共用地取得 3,986 △ 48.9 7,798 1.2 △ 3,812

学校給食セン
タ ー

2,662 △ 4.4 2,783 △ 3.1 △ 121

公 債 管 理 84,642 1.7 83,215 12.0 1,427

計 258,209 △ 0.2 258,753 6.4 △ 544

会　　計　　名
平成15年度 平成14年度 増 減 額

(A)-(B)=(C)

 

 

主な会計別の内容は 

① 国民健康保険事業会計については，老人保健法の改正により平成１４年１０月から，

老人保健対象年齢が７０歳以上から７５歳以上に５年間で段階的に引き上げられたこと



等により，給付対象者が増加することから，対前年度比５５億１,４００万円，９.３％

の増となっている。 

② 老人保健医療事業会計については，老人保健法の改正による受給対象者の減少及び患

者負担割合等の見直しにより，対前年度比２億４,７００万円，０.５％の減となってい

る。 

③  介護保険事業会計については，平成１５年度を初年度とする第２期介護保険事業計画

において，実績等を踏まえて平成１５年度のサービス量等を見込んだため，対前年度比

では１６億４,７００万円，６.２％の減となっている。 

  なお，第１号被保険者の保険料は，平成１５年度から平成１７年度までの保険給付費

を見込むとともに，介護給付準備基金の活用により，改定額の抑制に努めた。 

④ 競輪事業会計については，景気低迷やレジャーの多様化，開催日数の減などにより売

上高が減少し，対前年度比２４億５千万円，１０.０％の減となっている。 

  なお，新規ファンの獲得及び売上高，入場者の増加を図るため，新賭式（３連単等）

を導入することとした。 

７ 企業会計予算の状況 

（１） 病院事業会計 

病院事業会計予算の状況は，表７－１のとおりである。 

表７－１ （単位：百万円）
増減額

(A) 増減率 (B) 増減率 (A)-(B)
収  入 17,970 59.7 ％ 11,252 0.6 ％ 6,718
支  出 17,970 59.8 11,243 0.6 6,727
収  入 179 △ 98.5 12,205 △ 9.5 △ 12,026
支  出 1,321 △ 89.8 12,940 △ 8.8 △ 11,619

19,291 △ 20.2 24,183 △ 4.6 △ 4,892

資本的収支

支  出  合  計

区      分
平成１５年度 平成１４年度

収益的収支

 

 

① 基本的な考え方 

  平成１５年度は，高度化・多様化する市民の医療ニーズに対応するため，青葉病院を

本年５月に地域の中核的な病院として，病床数３８０床，１８診療科で開院し，血液疾

患医療，精神科医療，リハビリテーション，在宅医療後方支援等を行うとともに，新た

に救急部を設置し，救急医療を充実することとした。 

  また，海浜病院については，施設・設備の改修，医療機器の整備充実等を引き続き行

い，患者サービスの向上を図ることとした。 

  なお，病院事業の運営については，より一層の経費節減を図り，効率的な事業運営に

努めることとした。 

② 業務の予定量 

  本年度の体制は，青葉病院の開院後で，職員数７２４人，病床数６８１床となり，年

間患者数としては，入院部門で２０７,７３０人（１日平均患者数５６８人），外来部門

で４４３,３８６人（１日平均患者数１,７７４人），合計で６５１,１１６人（１日平均

患者数２,３４２人）の患者数を予定している。 

   主要な建設改良事業としては，病院建設事業費４,１００万円，病院整備事業費１,７

００万円，医療機器等購入費１億９,６００万円，合計２億５,４００万円となっている。 

③ 収益的収入及び支出 

  収益的収入については，入院・外来収益等の医業収益１１６億４００万円，他会計負



担金等の医業外収益等６３億６,６００万円，合計１７９億７,０００万円で５９.７％増

となっている。 

  収益的支出については，給与費，材料費，経費等の医業費用１６７億１,２００万円，

企業債利息等の医業外費用等１２億５,８００万円，合計１７９億７,０００万円で５９.

８％増となっている。 

④ 資本的収入及び支出 

  資本的収入については，有形固定資産購入費に充当する企業債等，合計１億７,９００

万円で９８.５％減となっている。 

  資本的支出については，病院建設費４,１００万円，開発費２億５００万円，病院整備

費１,７００万円，有形固定資産購入費１億９,６００万円，企業債償還金８億６,２００

万円，合計１３億２,１００万円で８９.８％減となっている。 

 

（２）下水道事業会計 

下水道事業会計の状況は, 表７－２のとおりである。 

表７－２ （単位：百万円）
増減額

(A) 増減率 (B) 増減率 (A)-(B)
収  入 23,023 1.9 ％ 22,587 1.7 ％ 436
支  出 22,190 1.7 21,820 1.9 370
収  入 25,043 0.2 24,999 △ 1.4 44
支  出 34,182 4.0 32,862 1.8 1,320

56,372 3.1 54,682 1.8 1,690

資本的収支

支  出  合  計

区      分
平成１５年度 平成１４年度

収益的収支

 

 

①  基本的な考え方 

  平成１５年度は，快適な生活環境を整えるため幹線管渠や面的整備を推進し，公共下

水道の普及拡大に努めるとともに，公共用水域の水質保全を図るため高度処理施設の建

設を推進することとした。浸水対策として，段階的な雨水整備計画を策定するとともに，

前年度に引き続き中央雨水１号貯留幹線，宮崎雨水貯留幹線等の工事を推進するほか，

新たに中央雨水ポンプ場の基本設計に着手することとした。 

  また， 合流式下水道の雨天時越流水による水質汚濁緊急対策を推進するほか，新たに

下水道における地球温暖化防止実行計画を策定することとした。 

  維持管理については，より一層の経費の節減と管理の効率化を図り, 健全な下水道経

営に努めることとした。 

② 業務の予定量 

  本年度の処理面積については，４１０ヘクタールを整備し，平成１５年度末では累計

１１,４４２ヘクタールが整備済となり, 普及率は９２.１％となるほか，水洗化助成に

ついては，２,０００件を予定している。 

  また，主要な建設改良事業については，管渠整備事業費１８４億９,９００万円, ポン

プ場整備事業費１２億５００万円，処理場整備事業費３８億２００万円となっている。 

③ 収益的収入及び支出 

  収益的収入については，下水道使用料等の営業収益２０５億６,６００万円，他会計補

助金等の営業外収益２４億５,７００万円，合計２３０億２,３００万円で１.９％増とな

っている。 

  収益的支出については，管渠費，ポンプ場費，処理場費等の営業費用１３５億４,２０



０万円，企業債利息等の営業外費用等８６億４,８００万円，合計２２１億９,０００万

円で１.７％増となっている。 

④ 資本的収入及び支出 

  資本的収入については，建設改良費に充当する企業債１９５億８,９００万円,  国庫

補助金４５億２,６００万円,水洗便所普及事業収入等９億２,８００万円, 合計２５０

億４,３００万円で０.２％増となっている。 

  資本的支出については，建設改良費２４６億７,６００万円，用地購入費等の固定資産

購入費８億９,３００万円，償還金等８６億１,３００万円，合計３４１億８,２００万円

で４.０％増となっている。 

（３） 水道事業会計 

水道事業会計予算の状況は，表７－３のとおりである。 

表７－３ （単位：百万円）
増減額

(A) 増減率 (B) 増減率 (A)-(B)
収  入 2,034 △ 0.2 ％ 2,038 2.4 ％ △ 4
支  出 2,020 △ 0.1 2,023 2.9 △ 3
収  入 246 △ 0.7 248 △ 58.4 △ 2
支  出 780 5.8 737 △ 24.9 43

2,800 1.5 2,760 △ 6.4 40

資本的収支

支  出  合  計

区      分
平成１５年度 平成１４年度

収益的収支

 

 

① 基本的な考え方 

  平成１５年度は，給水区域内の普及率向上を図るため，配水管布設工事及び市営水道

切替整備を進めるほか，国の水質基準強化の対応として，鉛管の改修を実施するととも

に，第３次拡張事業の実施計画を作成することとした。 

  なお，水道事業の運営に関し，より一層の経費節減を図り，効率的な事業経営に努め

ることとした。 

② 業務の予定量 

   水道事業では，給水戸数１４,０５０戸，対前年度比１１１戸の増となり，給水量は４

２３万９,０００立方メートル，１日平均給水量は１１,５８２立方メートルとなり，主

要な建設改良事業としては，拡張事業費１億９,１００万円，改良事業の市営水道切替工

事等で９,６００万円となっている。 

  簡易水道事業では，給水戸数３４９戸，給水量は１６万４,０００立方メートル，１日

平均給水量は４４８立方メートルとなっている。 

③ 収益的収入及び支出 

  収益的収入については，水道使用料等の営業収益９億６,０００万円，他会計補助金等

の営業外収益１０億７,４００万円，計２０億３,４００万円で０.２％減となっている。 

   収益的支出については，県からの受水費，鉛管の改修費，職員給与費，減価償却費等

の営業費用１６億８,４００万円，企業債利息等の営業外費用等３億３,６００万円，合

計２０億２,０００万円で０.１％減となっている。 

④ 資本的収入及び支出 

  資本的収入については，拡張費及び改良費に充当する企業債１億９,８００万円，市営

水道切替整備等に係る負担金等４,８００万円，合計２億４,６００万円で０.７％減とな

っている。 

  資本的支出については，拡張費及び改良費等の建設改良費５億１,０００万円，企業債



償還金２億２,３００万円，繰延勘定費４,７００万円，合計７億８,０００万円で５.８％

増となっている｡ 

 



　　１　平成15年度当初予算会計別総括表

(38,627,773) (38,740,005) (△112,232) ％
　一    　般   　　会    　計 338,120,000 500,000 344,430,000 500,000 △ 6,310,000 0 △ 1.8

87,277 4,813 88,077 4,823 △ 800 △ 10 △ 0.9

138,074 52,381 152,395 72,441 △ 14,321 △ 20,060 △ 9.4

64,506,858 6,708,755 58,992,549 5,922,305 5,514,309 786,450 9.3

特 46,687,514 2,489,296 46,933,561 2,469,549 △ 246,047 19,747 △ 0.5

24,826,741 4,097,786 26,473,538 4,422,680 △ 1,646,797 △ 324,894 △ 6.2

248,378 73,027 206,645 34,250 41,733 38,777 20.2

470,624 712 460,070 25 10,554 687 2.3
別

1,207,779 329,301 1,270,040 328,254 △ 62,261 1,047 △ 4.9
(500,000) (500,000)

22,130,305 - 24,579,698 - △ 2,449,393 - △ 10.0

1,543,205 303,721 1,541,332 319,363 1,873 △ 15,642 0.1

会 1,024,549 419,629 803,802 468,800 220,747 △ 49,171 27.5

2,311,546 1,055,546 1,678,370 1,168,593 633,176 △ 113,047 37.7

1,736,932 1,096,401 1,776,373 1,086,882 △ 39,441 9,519 △ 2.2

3,986,003 2,744,003 7,798,298 5,006,298 △ 3,812,295 △ 2,262,295 △ 48.9
計

2,661,754 1,398,567 2,783,276 1,517,417 △ 121,522 △ 118,850 △ 4.4

84,641,647 68,074,173 83,215,192 67,298,304 1,426,455 775,869 1.7
(500,000) (500,000)

258,209,186 88,848,111 258,753,216 90,119,984 △ 544,030 △ 1,271,873 △ 0.2

17,969,664 6,286,974 11,242,976 2,970,663 6,726,688 3,316,311 59.8
企

1,321,296 0 12,939,702 1,521,561 △ 11,618,406 △ 1,521,561 △ 89.8

業 22,189,460 10,488,733 21,820,363 10,336,263 369,097 152,470 1.7

34,182,260 2,331 32,861,916 3,192 1,320,344 △ 861 4.0
会

2,020,233 1,071,905 2,022,501 1,065,583 △ 2,268 6,322 △ 0.1

計 780,344 3,892 737,225 21,063 43,119 △ 17,171 5.8

78,463,257 17,853,835 81,624,683 15,918,325 △ 3,161,426 1,935,510 △ 3.9

674,792,443 684,807,899 △ 10,015,456 △ 1.5

（注）１  繰入(繰出)金は，競輪事業から収益事業収入並びに病院事業，水道事業及び下水道事業への出資金，負担金，補助金を含み，公債管理への繰出は除く。

母子寡婦福祉資金貸付事業

学 校 給 食 セ ン タ － 事 業

公 債 管 理

小 計

資 本 的 支 出
病 院 事 業

都市計画土地区画整理事業

合 計

駐 車 場 事 業

国 民 健 康 保 険 事 業

老 人 保 健 医 療 事 業

市 街 地 再 開 発 事 業

動 物 公 園 事 業

公 共 用 地 取 得 事 業

資 本 的 支 出

収 益 的 支 出

収 益 的 支 出

(Ｃ)
(Ｂ)

増　　　　　　　　減

増減額(A)-(B)=(C) 繰入(繰出)金

霊 園 事 業

農 業 集 落 排 水 事 業

競 輪 事 業

予 算 額 の

増 減 率

交 通 災 害 共 済 事 業

 予 算 額  (A)  予 算 額  (B) 繰入(繰出)金

平成１５年度当初予算

介 護 保 険 事 業

繰入(繰出)金

平成１４年度当初予算

小 計

下 水 道 事 業

  　会　　　計　　　名

水 道 事 業
収 益 的 支 出

資 本 的 支 出

中 央 卸 売 市 場 事 業



　２　平成１５年度一般会計当初予算歳入・歳出款別表

（１） 歳 入 款 別

予 算 額 （ Ａ ） 構 成 比 予 算 額 （ B ） 構 成 比 増減額(A)-(B)=(C)増減率(C)/(B)

1 市 税 162,000,000 47.9 165,700,000 48.1 △ 3,700,000 △ 2.2

2 地 方 譲 与 税 3,434,000 1.0 3,033,000 0.9 401,000 13.2

3 利 子 割 交 付 金 1,325,000 0.4 3,164,000 0.9 △ 1,839,000 △ 58.1

4 地 方 消 費 税 交 付 金 8,673,000 2.6 8,698,000 2.5 △ 25,000 △ 0.3

5 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 180,000 0.1 180,000 0.1 0 0.0

6 特 別 地 方 消 費 税 交 付 金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 2,389,000 0.7 2,445,000 0.7 △ 56,000 △ 2.3

8 軽 油 引 取 税 交 付 金 5,912,000 1.8 5,740,000 1.7 172,000 3.0
国 有 提 供 施 設 等

9 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 15,000 0.0 14,075 0.0 925 6.6

10 地 方 特 例 交 付 金 6,151,000 1.8 6,055,000 1.8 96,000 1.6
(25,000,000) (7.4) (20,100,000) (5.8) (4,900,000) (24.4)

11 地 方 交 付 税 4,000,000 1.2 7,500,000 2.2 △ 3,500,000 △ 46.7

12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 415,000 0.1 415,000 0.1 0 0.0

13 分 担 金 及 び 負 担 金 2,970,240 0.9 3,021,192 0.9 △ 50,952 △ 1.7

14 使 用 料 及 び 手 数 料 8,711,481 2.6 8,593,076 2.5 118,405 1.4

15 国 庫 支 出 金 37,270,592 11.0 34,862,645 10.1 2,407,947 6.9

16 県 支 出 金 3,357,978 1.0 3,045,295 0.9 312,683 10.3

17 財 産 収 入 3,200,760 0.9 3,975,191 1.2 △ 774,431 △ 19.5

18 寄 附 金 13,502 0.0 13,002 0.0 500 3.8

19 繰 入 金 8,598,732 2.5 7,328,491 2.1 1,270,241 17.3

20 繰 越 金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

21 諸 収 入 21,784,713 6.4 26,822,031 7.7 △ 5,037,318 △ 18.8
(36,718,000) (10.9) (41,225,000) (12.0) （△4,507,000) （△10.9)

22 市 債 57,718,000 17.1 53,825,000 15.6 3,893,000 7.2

計 338,120,000 100.0 344,430,000 100.0 △ 6,310,000 △ 1.8

平成１５年度当初予算 平成１４年度当初予算 増　　　　　　　減
款



（２）歳 出 款 別

　         　（単位  千円）

款
予 算 額 （ Ａ ）  構  成  比 予 算 額 （ B ）  構  成  比 増減額(A)-(B)=(C 増減率(C)/(B)

% % %
 1  議　　　会　　　費 1,507,814 0.4 1,488,895 0.4 18,919 1.3

 2  総　　　務　　　費 33,395,446 9.9 31,203,504 9.1 2,191,942 7.0

 3  民　　　生　　　費 75,703,504 22.4 72,111,732 20.9 3,591,772 5.0

 4  衛　　　生　　　費 37,365,121 11.1 39,310,211 11.4 △ 1,945,090 △ 4.9

 5  労　  　働  　　費 714,216 0.2 583,433 0.2 130,783 22.4

 6  農 林 水 産 業 費 2,427,443 0.7 2,405,598 0.7 21,845 0.9

 7  商　　　工　　　費 13,946,282 4.1 20,545,627 6.0 △ 6,599,345 △ 32.1

 8  土　　　木　　　費 79,347,717 23.5 77,711,672 22.5 1,636,045 2.1

 9  消　　　防　　　費 12,957,233 3.8 12,482,093 3.6 475,140 3.8

10  教　　　育　　　費 33,377,765 9.9 40,536,620 11.8 △ 7,158,855 △ 17.7

11  公　　　債　　　費 46,120,720 13.6 44,638,199 13.0 1,482,521 3.3

12  諸 　支 　出　　金 956,739 0.3 1,112,416 0.3 △ 155,677 △ 14.0

13  予　　　備　　　費 300,000 0.1 300,000 0.1 0 0.0

計 338,120,000 100.0 344,430,000 100.0 △ 6,310,000 △ 1.8

平 成 １５ 年 度 当 初 予 算 平 成 １４ 年 度 当 初 予 算 増　　　　減



　3　平成１５年度一般会計当初予算歳入財源別・歳出性質別表

(1)歳 入 財 源 別
　             　（単位  千円）

区　　　　　　　　　分
    予    算    額　（Ａ）  構 成 比    予    算    額　（Ｂ）  構 成 比 増減額(A)-(B)=(C) 増減率(C)/(B)

% % %
市自体の財源 207,279,429 61.3 215,452,984 62.5 △ 8,173,555 △ 3.8

自     市        　　　　　税 162,000,000 47.9 165,700,000 48.1 △ 3,700,000 △ 2.2

    分 担 金 及び 負 担 金 2,970,240 0.9 3,021,192 0.9 △ 50,952 △ 1.7

主     使 用 料 及び 手 数 料 8,711,481 2.6 8,593,076 2.5 118,405 1.4

    財    産     収     入 3,200,760 0.9 3,975,191 1.2 △ 774,431 △ 19.5

財     寄        附        金 13,502 0.0 13,002 0.0 500 3.8

    繰        入        金 8,598,732 2.5 7,328,491 2.1 1,270,241 17.3

源     繰        越        金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

    諸        収        入 21,784,713 6.4 26,822,031 7.7 △ 5,037,318 △ 18.8

国から交付されるもの 51,285,592 15.1 51,879,720 15.1 △ 594,128 △ 1.1

    国   庫   支   出   金 37,270,592 11.0 34,862,645 10.1 2,407,947 6.9

依     地    方    譲  与  税 3,434,000 1.0 3,033,000 0.9 401,000 13.2
    国 有 提 供 施 設 等
    所在市町村助成交付金 15,000 0.0 14,075 0.0 925 6.6

    地 方 特 例 交 付 金 6,151,000 1.8 6,055,000 1.8 96,000 1.6
(25,000,000) (7.4) (20,100,000) (5.8) (4,900,000) (24.4)

存     地   方   交   付   税 4,000,000 1.2 7,500,000 2.2 △ 3,500,000 △ 46.7

    交通安全対策特別交付金 415,000 0.1 415,000 0.1 0 0.0

県から交付されるもの 21,836,979 6.5 23,272,296 6.8 △ 1,435,317 △ 6.2

　　地 方 消 費 税 交 付 金 8,673,000 2.6 8,698,000 2.5 △ 25,000 △ 0.3

財     県    支     出     金 3,357,978 1.0 3,045,295 0.9 312,683 10.3

    利  子  割  交  付  金 1,325,000 0.4 3,164,000 0.9 △ 1,839,000 △ 58.1

    ゴルフ場利用税交付金 180,000 0.1 180,000 0.1 0 0.0

    自 動 車 取 得 税 交 付 金 2,389,000 0.7 2,445,000 0.7 △ 56,000 △ 2.3

源 　　特別地方消費税交付金 1 0.0 1 0.0 0 0.0

　　軽 油 引 取 税 交 付 金 5,912,000 1.8 5,740,000 1.7 172,000 3.0
(36,718,000) (10.9) (41,225,000) (12.0) （△4,507,000） (△10.9)

市               債 57,718,000 17.1 53,825,000 15.6 3,893,000 7.2

　　　小　　　　　計 130,840,571 38.7 128,977,016 37.5 1,863,555 1.4

合　　　　　    　　　計 338,120,000 100.0 344,430,000 100.0 △ 6,310,000 △ 1.8

　　　　　　　（注）　地方交付税・市債欄の（　）内は，臨時財政対策債振り替え前の数値である。

平成１５年度当初予算 平成１４年度当初予算 増　　　　　減



　(２)　歳　出　性　質　別 (単位：千円)

区　　　　　分 予  算  額 （Ａ） 構  成  比 予　算　額　（Ｂ） 構　成　比 増減額(A)-(B)=(C) 増減率(C)／(B)

人 件 費
66,002,863 19.5

％

65,366,267 19.0

％

636,596 1.0

％

扶 助 費
41,182,734 12.2 37,419,192 10.9 3,763,542 10.1

公 債 費
45,800,582 13.6 44,179,579 12.8 1,621,003 3.7

小 計
152,986,179 45.3 146,965,038 42.7 6,021,141 4.1

普 通 建 設 事 業 費
65,404,564 19.3 72,041,665 20.9 △ 6,637,101 △ 9.2

補 助 事 業 費
21,094,240 6.2 26,329,964 7.6 △ 5,235,724 △ 19.9

単 独 事 業 費
44,310,324 13.1 45,711,701 13.3 △ 1,401,377 △ 3.1

小 計
65,404,564 19.3 72,041,665 20.9 △ 6,637,101 △ 9.2

物 件 費
46,497,980 13.8 46,337,797 13.5 160,183 0.3

維 持 補 修 費
8,858,254 2.6 9,220,220 2.7 △ 361,966 △ 3.9

補 助 費 等
29,418,739 8.7 25,706,812 7.5 3,711,927 14.4

積 立 金
83,001 0.0 83,001 0.0 0 0.0

投 資 及 び 出 資 金
4,667 0.0 1,543,183 0.4 △ 1,538,516 △ 99.7

貸 付 金
13,792,678 4.1 19,406,800 5.6 △ 5,614,122 △ 28.9

繰 出 金
20,773,938 6.1 22,825,484 6.6 △ 2,051,546 △ 9.0

予 備 費
300,000 0.1 300,000 0.1 0 0.0

小 計
119,729,257 35.4 125,423,297 36.4 △ 5,694,040 △ 4.5

合 計
338,120,000 100.0 344,430,000 100.0 △ 6,310,000 △ 1.8

そ

の

他

の

経

費

平　成　１４　年　度　当　初　予　算 増　　　　　減

投

資

的

経

費

平 成 １５ 年 度 当 初 予 算

義

務

的

経

費



４ 平成１５年度一般会計当初予算歳入財源別・歳出性質別表（人口１人当たり）
(1)歳入財源別

平 成 15 年 度 平 成 14 年 度
区　　　　　　分 当 初 予 算 額 当 初 予 算 額 増減額 増減率

（A） （B） (A)-(B)=(C) (C)/(B)
%

市自体の財源 233,463 244,841 △ 11,378 △ 4.6

自     市        　　　　　税 182,464 188,302 △ 5,838 △ 3.1

    分 担 金 及び 負 担 金 3,345 3,433 △ 88 △ 2.6

主     使 用 料 及び 手 数 料 9,812 9,765 47 0.5

    財    産     収     入 3,605 4,517 △ 912 △ 20.2

財     寄        附        金 15 15 0 0.0

    繰        入        金 9,685 8,328 1,357 16.3

源     繰        越        金 0 0 0 0.0

    諸        収        入 24,537 30,481 △ 5,944 △ 19.5

国から交付されるもの 57,764 58,956 △ 1,192 △ 2.0

    国   庫   支   出   金 41,979 39,618 2,361 6.0

依     地    方    譲  与  税 3,868 3,447 421 12.2
    国 有 提 供 施 設 等
    所在市町村助成交付金 17 16 1 6.3

    地 方 特 例 交 付 金 6,928 6,881 47 0.7

存     地   方   交   付   税 4,505 8,523 △ 4,018 △ 47.1

    交通安全対策特別交付金 467 471 △ 4 △ 0.8

県から交付されるもの 24,595 26,447 △ 1,852 △ 7.0

　　地 方 消 費 税 交 付 金 9,769 9,884 △ 115 △ 1.2

財     県    支     出     金 3,782 3,461 321 9.3

    利  子  割  交  付  金 1,492 3,595 △ 2,103 △ 58.5

    ゴルフ場利用税交付金 203 205 △ 2 △ 1.0

    自動車取得税交付金 2,691 2,779 △ 88 △ 3.2

源 　　特別地方消費税交付金 0 0 0 0.0

　　軽 油 引 取 税 交 付 金 6,659 6,523 136 2.1

市               債 65,009 61,167 3,842 6.3

　　　小　　　　　計 147,369 146,570 799 0.5

合　　    　　　計 380,832 391,411 △ 10,579 △ 2.7

増 減

（単位:円）
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　(２)　歳 出 性 質 別　 （単位：円）

平成15年度 平成14年度

区　　　　　分 当初予算額 当初予算額 増減額 増減率

（Ａ） （Ｂ） (A)-(B)=(C) (C)/(B)

％

74,340 74,282 58 0.1

46,385 42,523 3,862 9.1

51,586 50,206 1,380 2.7

小 計
172,312 167,011 5,301 3.2

73,667 81,868 △ 8,201 △ 10.0

補 助 事 業 費
23,759 29,921 △ 6,162 △ 20.6

単 独 事 業 費
49,908 51,947 △ 2,039 △ 3.9

小 計
73,667 81,868 △ 8,201 △ 10.0

52,372 52,659 △ 287 △ 0.5

9,977 10,478 △ 501 △ 4.8

33,135 29,213 3,922 13.4

93 94 △ 1 △ 1.1

5 1,753 △ 1,748 △ 99.7

15,535 22,054 △ 6,519 △ 29.6

23,398 25,939 △ 2,541 △ 9.8

338 341 △ 3 △ 0.9

小 計
134,854 142,531 △ 7,677 △ 5.4

380,832 391,411 △ 10,579 △ 2.7

人　口　平成15年度当初 平成14年度当初　　　　879,971人

（平成15年１月１日現在） (平成14年１月１日現在）

（注）１表示単位未満を四捨五入してあるため計欄が一致しない場合がある。

　　　２人口は，住民基本台帳登録による。
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平成１５年度当初予算　会計別給与費総括表

（単位：千円）

平成１５年度 平成１４年度 増　　減 平成１５年度 平成１４年度 増　　減 平成１５年度 平成１４年度 増　　減 報　　酬 給　　料 職員手当 共済費

人 人 人 人 人 人

5,998 5,663 335 6,344 6,381 △ 37 68,471,075 67,897,964 573,111 2,095,162 28,431,331 30,726,533 7,218,049

交通災害共済事業 5 9 △ 4 1 1 0 4,813 4,823 △ 10 65 2,051 2,199 498

国民健康保険事業 26 25 1 68 69 △ 1 570,312 610,433 △ 40,121 7,256 268,368 229,715 64,973

介 護 保 険 事 業 188 160 28 83 82 1 985,447 993,681 △ 8,234 209,787 351,910 323,296 100,454

霊 園 事 業 0 0 0 28 28 0 287,659 299,289 △ 11,630 0 129,258 126,895 31,506

農業集落排水事業 0 0 0 4 4 0 34,058 34,619 △ 561 0 16,414 13,660 3,984

競 輪 事 業 19 19 0 16 17 △ 1 220,122 230,645 △ 10,523 24,505 80,006 92,103 23,508

中央卸売市場事業 39 40 △ 1 29 30 △ 1 310,909 327,808 △ 16,899 12,252 145,420 118,064 35,173

都市計画土地区画
整　理　事　業

40 56 △ 16 9 11 △ 2 89,942 117,025 △ 27,083 3,290 40,754 35,920 9,978

市街地再開発事業 9 9 0 16 16 0 155,328 162,521 △ 7,193 468 74,485 62,311 18,064

動 物 公 園 事 業 0 0 0 43 44 △ 1 403,773 408,265 △ 4,492 0 193,831 163,088 46,854

学校給食センター
事　　　　　　業

10 10 0 106 114 △ 8 890,654 998,217 △ 107,563 422 479,816 293,485 116,931

計 336 328 8 403 416 △ 13 3,953,017 4,187,326 △ 234,309 258,045 1,782,313 1,460,736 451,923

病 院 事 業 10 8 2 724 640 84 7,098,364 6,206,841 891,523 25,668 3,064,156 3,264,621 743,919

下 水 道 事 業 4 5 △ 1 219 223 △ 4 2,202,607 2,285,566 △ 82,959 8,320 1,041,317 898,351 254,619

水 道 事 業 19 19 0 27 27 0 288,499 289,985 △ 1,486 988 136,904 116,501 34,106

計 33 32 1 970 890 80 9,589,470 8,782,392 807,078 34,976 4,242,377 4,279,473 1,032,644

6,367 6,023 344 7,717 7,687 30 82,013,562 80,867,682 1,145,880 2,388,183 34,456,021 36,466,742 8,702,616
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計

特　別　職　人　員 一　般　職　人　員 給　　　与　　　費 平成１５年度給与費内訳



 ６　　　平成１５年度当初予算　　会計別地方債総括表
（単位：千円）

現　　　　在　　　　高　　　　の　　　　状　　　　況 　　　　　当　　初　　予　　算　　額　　の　　状　　況

平成１３年度末 平成１４年度末 平成１５年度末 平 成 １ ５ 年 度 平成１５年度末 平 成 １ ５ 年 度 平 成 １ ４ 年 度

現 在 高 現在高見込額 借 入 見 込 額 元金償還見 込額 現 在 高 見 込 額 発 行 額 発 行 額

(534,601,790) (561,364,728) (36,718,000) (566,988,039) (36,718,000) (41,225,000) (△4,656,000)
539,722,790 579,085,728 57,718,000 605,709,039 57,718,000 53,825,000 3,893,000

駐 車 場 事 業 16,883 － － － － － － －

母子寡婦福祉資金貸付事業 588,580 628,416 90,372 － 718,788 90,372 39,836 50,536

農 業 集 落 排 水 事 業 4,586,863 5,121,387 447,000 117,587 5,450,800 447,000 559,000 △ 112,000

中 央 卸 売 市 場 事 業 2,510,373 2,861,479 344,000 40,382 3,165,097 344,000 403,000 △ 59,000

都市計画土地区画整理事業 1,499,476 1,682,686 239,000 68,454 1,853,232 239,000 185,000 54,000

市 街 地 再 開 発 事 業 12,027,832 12,347,903 1,256,000 189,482 13,414,421 1,256,000 481,000 775,000

動 物 公 園 事 業 1,869,760 1,804,767 79,000 221,195 1,662,572 79,000 140,000 △ 61,000

公 共 用 地 取 得 事 業 33,612,220 32,568,807 1,242,000 1,752,339 32,058,468 1,242,000 2,792,000 △ 1,550,000

公 債 管 理 － － 16,550,000 16,550,000 － 16,550,000 15,909,000 641,000

計 56,711,987 57,015,445 20,247,372 18,939,439 58,323,378 20,247,372 20,508,836 △ 261,464

病 院 事 業 23,090,647 33,020,054 179,000 862,611 32,336,443 179,000 10,590,000 △ 10,411,000

下 水 道 事 業 239,592,395 260,471,360 19,640,000 7,644,340 272,467,020 19,640,000 19,003,000 637,000

水 道 事 業 11,178,458 11,182,356 198,000 222,069 11,158,287 198,000 202,000 △ 4,000

計 273,861,500 304,673,770 20,017,000 8,729,020 315,961,750 20,017,000 29,795,000 △ 9,778,000

(865,175,277) (923,053,943) (76,982,372) (941,273,167) (76,982,372) (91,528,836) (△14,016,464)
870,296,277 940,774,943 97,982,372 979,994,167 97,982,372 104,128,836 △ 6,146,464

（注）表中（　）内は，臨時財政対策債振り替え前の数値である。
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